
 

 

第３６１回宮城県議会（定例会）提出予定議案一覧 

 

Ⅰ 予算議案（１件） 

 

（１） 議第 177 号議案 

 

  

平成 29年度 宮 城 県 一 般 会 計 補 正 予 算                     



 

 

Ⅱ 予算外議案（２３件） 

 

１ 条例議案（８件） 

 

（１） 議第 178 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 議第 179 号議案 

 

  

手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

宮 城 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

も法人事業税の超過課税（みやぎ発展税）の適用期間の延長等

をしようとするもの 

ああ施行あ公布の日等 

ああ所管あ税務課  

 

 
○主な内容 

１１１法人事業税の超過課税（みやぎ発展税）の適用期間を平成３５ 

１１年２月２８日（改正前：平成３０年２月２８日）まで延長 

１２１自動車保有関係手続のワンストップサービスの運用開始に伴う 

１１規定の整備 

あ 

も各種手数料の新設等，所要の改正を行おうとするもの 

ああ施行あ公布の日等 

ああ所管あ財政課 

○主な内容 

１１１旅行サービス手配業の登録に係る手数料の新設 

１２１小規模不動産特定共同事業の登録に係る手数料の新設 

１３１住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に係る手数料の 

１１新設 



 

 

（３） 議第 180 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 議第 181 号議案 

 

  

企業立地促進のための県税の課税免除等に関する条例の 

一部を改正する条例 

農村地域工業等導入促進審議会条例の一部を改正する条 

例 

も法人事業税等の課税免除等（企業立地促進税制）の適用期間

の延長等をしようとするもの                            

もも施行も公布の日等 

もも所管も税務課 

 

 

○主な内容 

１１あ法人事業税等の課税免除等（企業立地促進税制）の適用期間を 

１１平成３５年３月３１日（改正前：平成３０年３月３１日）まで延 

１１長 

１２あ地方法人特別税の廃止及び法人事業税の復元に伴う法人事業税 

１１に対する課税免除から不均一課税への制度改正及び条例名の変更 

あ農村地域工業等導入促進法の改正に伴い，規定の整理を行お

うとするもの 

ああ施行あ公布の日 

ああ所管あ産業立地推進課 

 

○主な内容 

１条例名を「農村地域産業導入促進審議会条例」へ変更 



 

 

（５） 議第 182 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 議第 183 号議案 

 

 

  

漁 港 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

あ閖上漁港の船舶保管施設等の利用料金を指定管理者の収入と

するため，所要の改正を行おうとするもの 

ああ施行あ平成３０年４月１日 

ああ所管あ水産業基盤整備課 

 

 

 

 

○主な内容 

あ閖上漁港の船舶保管施設等の利用料金を指定管理者の収入とする規 

定の整備 

あ広告物等の管理義務を有する者及び管理内容の明確化等，所

要の改正を行おうとするもの 

ああ施行あ平成３０年４月１日等 

ああ所管あ都市計画課 

 

 

 

 

 

○主な内容 

１１１広告物の管理義務を有する者及び管理内容の明確化 

１２１広告物の点検及び点検結果の提出に係る規定の追加 

１３１広告料収入を公益上必要な施設の費用に充当する場合における 

１１表示規制の緩和 



 

 

（７） 議第 184 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 議第 185 号議案 

 

 

  

県 立 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

迷 惑 行 為 防 止 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

あ県立高等学校の再編に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

ああ施行あ平成３０年４月１日 

ああ所管あ高校教育課 

 

 

 

○主な内容 

あ宮城県気仙沼高等学校と宮城県気仙沼西高等学校の統合 

あストーカー行為等の規制等に関する法律の改正に準じ，所要

の改正を行おうとするもの 

ああ施行あ平成２９年１２月１日等 

ああ所管あ警察本部 

 

 

 

 

 

○主な内容 

１規制の対象となる嫌がらせ行為の類型を追加 



 

 

２ 条例外議案（１５件） 

 

（１） 議第 186 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 議第 187 号議案 

 

  

市 町 の 境 界 変 更 につ い て （ 大 崎 市 と美 里 町 ） 

あ っ せ ん の 申 立 て に つ い て 

あ市町の境界変更について，地方自治法の定めるところにより，

議会の議決を受けようとするもの 

ああ所管あ市町村課 

 

○編 入 区 域あ大崎市に編入あ遠田郡美里町青生字横江１の２外 

ああ あ あ ああ美里町に編入あ大崎市古川桑針字小筒下８５の３外 

○人口の異動あなし 

○面積の異動あ大崎市に編入する面積あ10,573.00㎡ 

あああああああ美里町に編入する面積あ10,573.00㎡ 

 あ交通事故の損害賠償請求に係るあっせんの申立てについて，

地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受けようとす

るもの 

ああ所管あ警察本部 

○申 立 先あ公益財団法人交通事故紛争処理センター 

○申立ての相手方あ１名 

○申立ての趣旨あ平成２６年４月１０日に県と相手方の間で発生した 

ああああああああ交通事故事案について，和解の仲介を求める 



 

 

（３） 議第 188 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 議第 189 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

あ っ せ ん の 申 立 て に つ い て 

財産の取得について（運転免許証作成用消耗品１９０万 

枚分） 

あ交通事故の損害賠償請求に係るあっせんの申立てについて，

地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受けようとす

るもの 

ああ所管あ警察本部 

 

 

 

 

あ運転免許証作成用消耗品１９０万枚分を取得することについ

て，地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受けよう

とするもの 

ああ所管あ警察本部 

 

 

○主な内容 

あ１あ取得しようとする財産あ運転免許証作成用消耗品１９０万枚分 

あ２あ取 得 金 額あ421,686,048円 

あ３あ取 得 の 相 手 方あ株式会社ＤＮＰアイディーシステム 

○申 立 先あ公益財団法人交通事故紛争処理センター 

○申立ての相手方あ１社 

○申立ての趣旨あ平成２８年６月１７日に県と相手方の間で発生した 

ああああああああ交通事故事案について，和解の仲介を求める 

 



 

 

（５） 議第 190 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 議第 191 号議案 

 

 

 

 

  

工事委託契約の締結について（主要地方道築館登米線佐 

沼工区１号橋（仮称）等新設工事） 

 

 

 

 ● 委 託 金 額 あ 4,150,000,000円 

 ● 契約の相手方 あ 宮城県道路公社 

ああ所管あ道路課 

○施工地名あ登米市迫町佐沼地内外 

○工事内容あ施工延長あＬ＝3.8km 

あああああああ橋梁上
りよう

部工あＬ＝0.8km 

あああああああ橋梁下
りよう

部工あＮ＝5基 

あああああああ道路改良工あＬ＝2.6km 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成３２年３月２５日 

工事請負契約の締結について（寄磯漁港防波堤災害復旧 

及び改築工事） 

 
 

 ● 請 負 金 額 あ 669,600,000円 

 ● 契約の相手方 あ 株式会社丸本組 

ああ所管あ漁港復興推進室 

○施工地名あ石巻市寄磯浜地先 

○工事内容あ復旧延長あＬ＝100.4ｍ 

あああああああ防波堤工あＬ＝100.4ｍ 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成３０年３月３０日 

 



 

 

（７） 議第 192 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 議第 193 号議案 

 

 

 

 

 

  

工事請負契約の締結について（浦の浜漁港防潮堤新築工 

事） 

 
 

 ● 請 負 金 額 あ 723,600,000円 

 ● 契約の相手方 あ 株式会社小野良組 

ああ所管あ漁港復興推進室 

○施工地名あ気仙沼市浦の浜地内 

○工事内容あ施工延長あＬ＝780.7ｍ 

あああああああ防潮堤工あＬ＝277.1ｍ 

あああああああ道路工あＬ＝503.6ｍ 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成３２年３月２５日 

工事請負契約の締結について（宮城県若林警察署（仮称） 

庁舎新築工事） 

 
 

 

 

 ● 請 負 金 額 あ 1,522,800,000円 

 ● 契約の相手方 あ 阿部建設株式会社 

ああ所管あ警察本部 

○施工地名あ仙台市荒井東土地区画整理事業地内 

○工事内容あ庁舎棟あＲＣ造４階建  

○工事内容あ  延床面積4,534㎡ 

○工事内容あその他付属棟 外 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成３１年２月２２日 



 

 

（９） 議第 194 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 議第 195 号議案 

 

 

 

 

 

 

  

工事請負変更契約の締結について（松岩漁港防波堤新築 

工事） 

 
 

 ● 請 負 金 額 あ 449,443,080円 → 526,505,400円 

 ● 契約の相手方 あ 日神・寄神復旧・復興建設工事共同企業体 

ああ所管あ漁港復興推進室 

○施 工 地 名あ気仙沼市松崎片浜地先 

○工 事 内 容あ施工延長あＬ＝100.0ｍ 

○工 事 内 容あ施防波堤工あＬ＝100.0ｍ 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

工事請負変更契約の締結について（一般県道大島浪板線 

大島架橋新設工事） 

 
 

 ● 請 負 金 額 あ 5,444,257,920円 → 5,573,374,080円 

 ● 契約の相手方 あ ＪＦＥ・橋本店・東日本建設工事共同企業 

 ● 契約の相手方 あ 体 

ああ所管あ道路課 

○議 決 日あ平成２５年９月４日あ議第２０６号議案 

○第一回変更あ平成２６年２月２７日提出あ報告第６４号 

○第二回変更あ平成２７年２月２５日提出あ報告第４１号 

○第三回変更あ平成２７年１１月３０日提出あ報告第２６５号 

○第四回変更あ平成２９年２月２０日あ議第７０号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 



 

 

（11） 議第 196 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 議第 197 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負変更契約の締結について（一般県道大島浪板線 

浪板道路改築工事） 

 
 

 

 ● 請 負 金 額 あ 435,093,120円 → 569,664,360円 

 ● 契約の相手方 あ 株式会社東北リアライズ 

ああ所管あ道路課 

○施 工 地 名あ気仙沼市浪板地内 

○工 事 内 容あ施工延長あＬ＝409.2ｍ 

○工 事 内 容あ施道路改良工あＬ＝409.2ｍ 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

 

工事請負変更契約の締結について（戸倉地区海岸等護岸 

等災害復旧工事） 

 
 

 

 ● 請 負 金 額 あ 2,335,078,800円 → 2,462,286,600円 

 ● 契約の相手方 あ 株式会社太田組 

ああ所管あ河川課 

○議 決 日あ平成２６年３月２０日あ議第１３５号議案 

○第一回変更あ平成２６年６月１３日提出あ報告第１７３号 

○第二回変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第７９号 

○第三回変更あ平成２９年２月２０日あ議第７６号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

 



 

 

（13） 議第 198 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14） 議第 199 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負変更契約の締結について（東名地区海岸等護岸 

等災害復旧工事） 
 

 

あ請 負 金 額 8,777,782,080円 → 11,624,203,080円 

あ契約の相手方 大成・深松・橋本道路建設工事共同企業体 

●●所管あ河川課 

○議 決 日あ平成２６年１０月１６日あ議第３１９号議案 

○第一回変更あ平成２７年２月２５日提出あ報告第６３号 

○第二回変更あ平成２９年２月２７日提出あ報告第５５号 

○変更の理由 あ 施工内容の変更による請負金額の変更 

 

 

工事請負変更契約の締結について（南北上運河等護岸等 

災害復旧工事（その２）） 
 

あ請 負 金 額 1,924,718,760円 → 2,481,323,760円 

あ契約の相手方 斎藤工務店・青木あすなろ建設復旧・復興

方  建設工事共同企業体 

●●所管あ河川課 

○議 決 日あ平成２７年１０月５日あ議第２５９号議案 

○変 更 日あ平成２７年１１月３０日提出あ報告第２９１号 

○変更の理由 あ 施工内容の変更による請負金額の変更 

 



 

 

（15） 議第 200 号議案 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負変更契約の締結について（仙台塩港石巻港区 

航路等災害復旧及び浚渫工
しゆんせつ

事）  

 

あ請 負 金 額 624,332,880円 → 923,448,600円 

あ契約の相手方 東洋建設株式会社 

●●所管あ港湾課 

○議 決 日あ平成２８年１１月２８日あ議第３１２号議案 

○変 更 日あ平成２９年２月２７日提出あ報告第９４号 

○変更の理由 あ 施工内容の変更による請負金額の変更 

 

 



 

 

Ⅲ 報告（３１件） 

 

（１） 報告第 164 号 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 報告第 165 号 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（気仙沼合同庁舎災害復旧及び 

新築工事の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 2,401,013,880円 → 2,443,574,520円 

 あ 契約の相手方 あ 青木あすなろ・仙建工業・豊和特定建設工 

 あ 契約の相手方 あ 事共同企業体 

○議 決 日あ平成２８年２月１７日あ議第６０号議案 

○一回目変更あ平成２８年６月１５日提出あ報告第１４９号 

○二回目変更あ平成２９年２月２７日提出あ報告第３号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２５日 

専決処分の報告について（大谷地工区農地災害復旧及び 

区画整理工事の請負契約の変更） 
 

  

 

 あ請 負 金 額 あ 583,783,200円 → 642,317,040円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社斎藤工務店 

○議 決 日あ平成２９年２月２０日あ議第６６号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２４日 



 

 

（３） 報告第 166 号 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

（４） 報告第 167 号 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（磯浜工区農地災害復旧及び区 

画整理工事の請負契約の変更） 
 

 

 

あ請 負 金 額 あ 545,364,360円 → 527,149,080円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社本田組 

○議 決 日あ平成２９年６月１９日あ議第１６３号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２４日 

専決処分の報告について（気仙沼漁港防潮堤等災害復旧 

及び野積場補修工事の請負契約の変更） 
 

あ請 負 金 額 あ 1,696,839,840円 → 1,744,369,560円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社アルファー建設 

○議 決 日あ平成２７年３月１８日あ議第１５４号議案 

○一回目変更あ平成２７年６月１５日提出あ報告第１４１号 

○二回目変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第４７号 

○三回目変更あ平成２９年２月２７日提出あ報告第１９号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２０日 



 

 

（５） 報告第 168 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 報告第 169 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（塩漁港桟橋等災害復旧及び 

改築工事（その２）の請負契約の変更） 
 

 

 

 あ請 負 金 額 あ 1,770,043,320円 → 1,708,713,360円 

 あ 契約の相手方 あ 若築建設株式会社 

○議 決 日あ平成２７年１２月１日あ議第３１３号議案 

○一回目変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第５０号 

○二回目変更あ平成２９年６月１６日提出あ報告第１１７号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２０日 

専決処分の報告について（塩漁港桟橋等災害復旧及び 

防潮堤新築工事の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 1,220,400,000円 → 1,220,950,800円 

 あ 契約の相手方 あ スリーテック株式会社 

○議 決 日あ平成２９年６月１９日あ議第１５９号議案 

○変更の理由あ設計単価の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２０日 



 

 

（７） 報告第 170 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 報告第 171 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（主要地方道奥松島松島公園線 

宮戸道路改築工事の請負契約の変更） 
 

 

 

あ請 負 金 額 あ 907,089,840円 → 820,090,440円 

 あ 契約の相手方 あ 奥田建設株式会社 

○議 決 日あ平成２７年１２月１日あ議第３１５号議案 

○変 更 日あ平成２８年２月２４日提出あ報告第６１号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月３１日 

専決処分の報告について（主要地方道塩亘理線亘理大 

橋橋梁耐
りよう

震補強（下部工）工事（その３）の請負契約の 

変更） 
 

あ 

 

 

 

 
あ請 負 金 額 あ 528,508,800円 → 575,554,680円 

 あ 契約の相手方 あ 奥田建設株式会社 

○議 決 日あ平成２８年６月１６日あ議第１９６号議案 

○変 更 日あ平成２８年９月１４日提出あ報告第２４１号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月１９日 



 

 

（９） 報告第 172 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 報告第 173 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（主要地方道塩吉岡線落合橋 

橋梁修
りよう

繕（上部工）工事の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 584,280,000円 → 584,735,760円 

 あ 契約の相手方 あ ショーボンド建設株式会社 

○議 決 日あ平成２９年７月６日あ議第１７３号議案 

○変更の理由あ設計単価の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２１日 

専決処分の報告について（五間堀川護岸等災害復旧工事 

（その２）の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 1,653,545,880円 → 1,718,613,720円 

 あ 契約の相手方 あ 深松組・中村組復旧・復興建設工事共同企 

 ● 契約の相手方 あ 業体 

○議 決 日あ平成２６年１月１７日あ議第７号議案 

○一回目変更あ平成２６年５月２１日提出あ報告第１１５号 

○二回目変更あ平成２７年１１月３０日提出あ報告第２７７号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月３１日 



 

 

（11） 報告第 174 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 報告第 175 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（西舞根地区海岸等護岸等災害 

復旧工事の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 1,373,420,880円 → 1,387,869,120円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社ウオタニ 

○議 決 日あ平成２６年３月２０日あ議第１３２号議案 

○一回目変更あ平成２６年６月１３日提出あ報告第１７０号 

○二回目変更あ平成２９年６月１６日提出あ報告第１４０号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 

専決処分の報告について（折立川護岸等災害復旧工事の 

請負契約の変更） 
 

あ請 負 金 額 あ 5,006,007,360円 → 5,355,269,640円 

 あ 契約の相手方 あ フジタ・福田組・佐千代組建設工事共同企 

 ● 契約の相手方 あ 業体 

○議 決 日あ平成２６年７月３日あ議第２２４号議案 

○一回目変更あ平成２６年９月１７日提出あ報告第２４８号 

○二回目変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第９３号 

○三回目変更あ平成２８年９月１４日提出あ報告第２５８号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 



 

 

（13） 報告第 176 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14） 報告第 177 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（坂元川等護岸等災害復旧工事 

の請負契約の変更） 
 

 

 

あ請 負 金 額 あ 1,755,305,640円 → 1,844,187,480円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社橋本店 

○議 決 日あ平成２６年９月１８日あ議第２７９号議案 

○一回目変更あ平成２７年２月２５日提出あ報告第６１号 

○二回目変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第９５号 

○三回目変更あ平成２８年１１月２５日提出あ報告第３１３号 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月３１日 

専決処分の報告について（青野沢川護岸等災害復旧工事 

の請負契約の変更） 
 

  

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 1,378,762,560円 → 1,233,252,000円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社小野良組 

○議 決 日あ平成２６年１０月１６日あ議第３２０号議案 

○一回目変更あ平成２６年１１月２６日提出あ報告第３２２号 

○二回目変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第９６号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 



 

 

（15） 報告第 178 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16） 報告第 179 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（港川護岸等災害復旧工事の請 

負契約の変更） 
 

 

あ請 負 金 額 あ 3,153,999,600円 → 3,294,555,120円 

 あ 契約の相手方 あ 錢高・アイサワ・加藤特定建設工事共同企 

 ● 契約の相手方 あ 業体 

○議 決 日あ平成２６年１０月１６日あ議第３２３号議案 

○一回目変更あ平成２６年１１月２６日提出あ報告第３２５号 

○二回目変更あ平成２７年９月３日提出あ報告第２２４号 

○三回目変更あ平成２８年１１月２５日提出あ報告第３１４号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 

専決処分の報告について（中島地区海岸等護岸等災害復 

旧工事の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 14,219,730,360円 → 13,718,228,040円 

 あ 契約の相手方 あ 五洋・みらい・徳倉特定建設工事共同企業 

 ● 契約の相手方 あ 体 

○議 決 日あ平成２６年１２月１６日あ議第４０６号議案 

○一回目変更あ平成２７年２月２５日提出あ報告第７０号 

○二回目変更あ平成２８年９月１４日提出あ報告第２６１号 

○三回目変更あ平成２９年２月２７日提出あ報告第５９号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 



 

 

（17） 報告第 180 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（18） 報告第 181 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（青野沢川護岸等災害復旧工事 

（その２）の請負契約の変更） 
あ 

 

 

あ請 負 金 額 あ 3,213,138,240円 → 2,878,910,640円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社竹中土木 

○議 決 日あ平成２６年１２月１６日あ議第４１１号議案 

○一回目変更あ平成２７年２月２５日提出あ報告第７５号 

○二回目変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第１０２号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 

専決処分の報告について（面瀬川等堤防等災害復旧工事 

の請負契約の変更） 
 

 

あ請 負 金 額 あ 6,871,251,600円 → 6,517,550,520円 

 あ 契約の相手方 あ 五洋・徳倉・東北リアライズ特定建設工事 

 ● 契約の相手方 あ 共同企業体 

○議 決 日あ平成２６年１２月１６日あ議第４１２号議案 

○一回目変更あ平成２７年２月２５日提出あ報告第７６号 

○二回目変更あ平成２８年６月１５日提出あ報告第１９１号 

○三回目変更あ平成２８年１１月２５日提出あ報告第３２０号 

○四回目変更あ平成２９年２月２７日提出あ報告第６０号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 



 

 

（19） 報告第 182 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20） 報告第 183 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（坂元川等護岸等災害復旧工事 

（その２）の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 6,640,065,720円 → 6,723,056,160円 

 あ 契約の相手方 あ 大豊・森本・橋本特定建設工事共同企業体 

○議 決 日あ平成２６年１２月１６日あ議第４１９号議案 

○一回目変更あ平成２７年２月２５日提出あ報告第８２号 

○二回目変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第１０３号 

○三回目変更あ平成２８年１１月２５日提出あ報告第３２３号 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月３１日 

専決処分の報告について（南貞山運河護岸等災害復旧工 

事（その５）の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 1,169,805,240円 → 1,172,721,240円 

 あ 契約の相手方 あ 奥田建設株式会社 

○議 決 日あ平成２７年２月１８日あ議第６７号議案 

○一回目変更あ平成２７年６月１５日提出あ報告第１６７号 

○二回目変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第１０４号 

○三回目変更あ平成２９年６月１６日提出あ報告第１４６号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月１８日 



 

 

（21） 報告第 184 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（22） 報告第 185 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（南貞山運河護岸等災害復旧工 

事（その６）の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 1,144,363,680円 → 1,150,021,800円 

 あ 契約の相手方 あ 春山建設株式会社 

○議 決 日あ平成２７年２月１８日あ議第６８号議案 

○変 更 日あ平成２７年６月１５日提出あ報告第１６８号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月３１日 

専決処分の報告について（東名運河水門等災害復旧工事 

の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 688,071,240円 → 750,724,200円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社竹中土木 

○議 決 日あ平成２７年７月３日あ議第２１４号議案 

○変 更 日あ平成２７年９月３日提出あ報告第２３１号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月３１日 



 

 

（23） 報告第 186 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（24） 報告第 187 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（七北田川護岸等災害復旧工事 

（その５）の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 3,502,997,280円 → 3,524,126,400円 

 あ 契約の相手方 あ 前田・植木・赤坂特定建設工事共同企業体 

○議 決 日あ平成２７年７月３日あ議第２１７号議案 

○変 更 日あ平成２７年９月３日提出あ報告第２３４号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 

専決処分の報告について（五間堀川等堤防等改良工事の 

請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 965,319,120円 → 1,019,489,760円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社佐藤建設 

○議 決 日あ平成２７年１２月１日あ議第３１７号議案 

○変 更 日あ平成２８年２月２４日提出あ報告第１０７号 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 



 

 

（25） 報告第 188 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（26） 報告第 189 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（八幡川護岸等災害復旧工事の 

請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 1,531,238,040円 → 1,377,544,320円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社佐藤工務店 

○議 決 日あ平成２７年１２月１日あ議第３１８号議案 

○一回目変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第１０８号 

○二回目変更あ平成２８年９月１４日提出あ報告第２７０号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 

専決処分の報告について（川内沢川護岸等災害復旧工事 

の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 527,975,280円 → 552,712,680円 

 あ 契約の相手方 あ 日鋪建設株式会社 

○議 決 日あ平成２９年２月２０日あ議第８４号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月３１日 



 

 

（27） 報告第 190 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（28） 報告第 191 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（大沢川護岸等災害復旧工事（そ 

の３）の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額 あ 1,755,000,000円 → 1,757,468,880円 

 あ 契約の相手方 あ ㈱武山興業・佐田建設㈱復旧・復興建設工 

 あ 契約の相手方 あ 事共同企業体 

○議 決 日あ平成２９年６月１９日あ議第１６０号議案 

○変更の理由あ設計単価の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 

専決処分の報告について（仙台塩港石巻港区防潮堤建 

設工事（その１１）の請負契約の変更） 
 

 

 

 あ請 負 金 額 あ 2,306,633,760円 → 2,738,732,040円 

 あ 契約の相手方 あ 五洋・丸本・マルテック特定建設工事共同 

 あ 契約の相手方 あ 企業体 

○議 決 日あ平成２８年１１月２８日あ議第３１４号議案 

○変 更 日あ平成２９年２月２７日提出あ報告第９６号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ平成２９年７月２６日 



 

 

（29） 報告第 192 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

（30） 報告第 193 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額の決定） 

 
 

和解及び損害賠償の額の決定について，それぞれ専決処分し 

たので報告するもの 

○事故の状況 

 １ 件   数 あ ８件 

 ２ 発   生 あ 平成２７年１０月～平成２９年５月 

 ３ 損 害 原 因 あ 県管理道路の損傷による事故等 

 ４ 損害賠償額 あ 1,421,443円 

 ５ 専決処分日 あ 平成２９年７月１８日～平成２９年７月３１日 

専決処分の報告について（県営住宅の明渡請求等に係る 

訴えの提起） 
 

 

 

 

 

 

 

 長期にわたる県営住宅の家賃滞納者に対し住宅の明渡し及び 

滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起することについて，そ 

れぞれ専決処分したので報告するもの 

○家賃等滞納者 １名 

○訴え提起の日 平成２９年８月１日 



 

 

（31） 報告第 194 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（交通事故に係る和解及び損害 

賠償の額の決定） 
 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について，それ 

ぞれ専決処分したので報告するもの 

○事故の状況 

 １ 件   数 あ １２件 

 ２ 発   生 あ 平成２８年１２月～平成２９年６月 

 ３ 損 害 内 容 あ 人身事故，車両事故 

 ４ 損害賠償額 あ 1,680,238円 

 ５ 専決処分日 あ 平成２９年７月１４日～平成２９年８月７日 


